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令和 6（2024）年５月２4 日 

2023 年度 PTA 活動報告 

2023 年度東京学芸大学附属国際中等教育学校 

PTA 運営委員会 

「保護者と教員の相互理解と親睦を図り、東京学芸大学附属国際中等教育学校の生徒の教育に資する

ことを目的」する活動方針に従い、下記の活動を行った。 

１、クラス委員 

（1） 保護者の親睦を図ることを目的として学年又はクラスの親睦会を企画し開催した。

（2） スポーツフェスティバルにおいて受付業務を行った。

（3） スクールフェスティバルにおいて ShopPTA オリジナル商品の販売を行った。

（4） ShopPTA オリジナル商品の生徒への配布作業のサポートを行った。

（5） 次年度の各委員選出作業を行った。

２、広報委員 

下記の通り年 3 回の「HARMONIA」の発行を行い、広報委員同士の親睦を図るとともに保護者と

教員の相互理解を図る機会とすることができた。  

第 1 号 先生紹介、校歌  

第 2 号 スポーツフェスティバル、スクールフェスティバル及び部活動紹介  

第 3 号 50 号特別企画「TGUISS あるある川柳」、四国・関西ワークキャンプ、沖縄ワークキャ

ンプ、富士ワークキャンプ、日本文化探訪、サイエンスフィールドワーク、留学体験記

※PTA 広報誌「HARMONIA」通算 50 号を記念し皆様に川柳の募集企画を行った。

３、Shop PTA 

・例年行っているポロシャツ・パーカー等のオリジナル商品の企画・販売を行った。グーグルフォー

ムによる予約販売とスクールフェスティバルでの対面による販売を行った。

・刺繍パーカー、プリントパーカー、オリジナルタオルについては、新色を追加しカラーバリエーシ

ョンを増やした。

・T シャツのデザインを生徒から募集し、生徒による投票にて選考されたデザインを業者に製作発注

し販売を行った。これらの活動により、PTA 運営委員会と生徒との交流ができ、また、生徒や保護

者の学校への関心をより深める機会を作ることができた。

・収益金 394,235 円のうち、生徒会に 300,000 円の寄付を行った。残額については、翌年度以降に向

け PTA 特別会計の留保金とした。

1-①

１



４、生徒会との交流 

例年実施している PTA 特別会計から生徒会への寄付金贈呈式の際に前期・後期生徒会の思いやニ

ーズを聞く機会を持つことができた。 

５、役員会、運営委員会 

（１）役員会を 5 回開催した。(対面３回・オンライン 2 回) 

（２）運営委員会を 3 回開催した。 

６、会計 

教育文化基金、PTA 会計及び PTA 特別会計の会計報告及び監査報告をご参照ください。 

７、書記 

（１） PTA 運営委員会だよりの原稿を副会長と共に作成し、PTA 運営委員会の活動を会員にお知ら

せした。

（２） PTA 役員会及び PTA 運営委員会等の議事録を作成した。

（３） ShopPTA に関する告知等のデータ作成及び販売データ管理・処理を行った。

８、財務 

（１） 教育文化基金、PTA 会計及び PTA 特別会計の会計報告及び監査報告をご参照ください。

（２） 上記「Shop PTA」に記載の通り、収益金を生徒会へ寄付した。また、一部を PTA 活動の経費

に充当した。

９、その他の活動 

（１） 関附 P 連 群馬大会への参加。

（２） 全附 P 連 PTA 研修会 第１４回全国大会への参加。

２
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令和６（2024）年５月１３日 

２０２４年度 PTA 活動計画 

2024 年度東京学芸大学附属国際中等教育学校 

PTA 運営委員会 

活動方針 

本校の PTA は「保護者と教員の相互理解と親睦を図り、東京学芸大学附属国際中等教育学校の 

生徒の教育に資する事を目的としている。」という方針に従い下記の活動を行っていく。 

１、クラス委員 

（１）保護者の親睦を図る事を目的とし、学年親睦会を企画し開催する。 

（２）Shop PTA のオリジナル商品の販売・配布支援を行う。

（３）来年度の各委員選出作業を行う。 

（４）スポーツフェスティバルや総会等の受付補助を行う。 

（５）「洋書バザー」の洋書の回収、値段付け(スクフェス時)などのお手伝いをする。 

２、広報委員 

年３回の「Harmonia」を発行する。 

第１回  先生紹介(先生に原稿を依頼し作成支援を行う。) 

第２回・第３回 学校行事及び学年行事、部活動紹介、その他学校生活情報、トピックス等 

３、Shop PTA 

（目的） 

・保護者及び教員の親睦を図る。

・生徒や保護者の学校への愛着心を醸成する。

・収益金の一部を生徒会に寄付し、学校に必要な機器備品等の購入に充てる事により、生徒がより

豊かな学校生活が送れるよう支援する。

（内容） 

・例年通りポロシャツ・パーカー等のオリジナル商品を企画・販売を行う。販売方法のメインは、

オンライン申込としスクールフェスティバルにて対面販売も行う。

・在庫を抱えないように受注販売を活用する。刺繍パーカーとプリントタイプのパーカーでは

生地素材や作成コストが違うため現物見本展示等で分かりやすく周知する。

・T シャツのデザインを生徒から募集し、選考されたデザインについて業者に作成を依頼し

販売を行う。デザイン募集や選考を通じて生徒会との交流を図る。
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・収益金は、翌年度以降に向け PTA 特別会計に留保金する額を除き、生徒会で必要な機器備品

等の購入に充てられ、寄付のような位置づけもある事を周知する。

４、生徒会との交流 

PTA 特別会計から生徒会に寄付を行う際などに生徒会の思いやニーズを聞く機会を設ける。 

５、役員会、運営委員会 

（１）役員会を年６回程度開催する。開催方法として Zoom 等も活用もする。 

（２）運営委員会を年３回程度開催する。 

６、会計 

（１）教育文化基金の会計報告を適正に行う。 

（２）PTA 会計の会計報告を適正に行う。

（３）PTA 特別会計の資金の管理、会計記録の作成及び会計報告を適正に行う。

（４）教育文化基金への理解を在校生保護者及び新入生保護者に周知する。 

（５）PTA 会計への理解を在校生保護者及び新入生保護者に周知する。

７、書記 

（１）PTA 運営委員会だよりの原稿を副会長と共に作成し、PTA 運営委員会の活動を会員に

お知らせする。

（２）PTA 役員会及び PTA 運営委員会等の議事録を作成する。

（３）ShopPTA に関する告知等のデータ作成及び販売データ管理・処理を行う。

８、財務 

（１）経費は入会金、会費をもってこれに充てる。 

（２）Shop PTA による収益金を PTA 活動又は生徒会活動に充てる。

（３）学校が行う寄付募集活動等の支援を行う。 

９、その他 

（１）全附連の総会及び全国大会等へ参加する。

（２）関附連の大会等へ参加する。 

（３）PTA 総会同日に講演会の開催など

（４）保護者が学校に関する事で Zoom 等のオンライン環境が必要な場合は、学校のアカウント

利用の調整を行う。

６



１） 収入の部

　　　項目 　　　金額 　　　　備　　　　　　考　　

前年度繰越金 3,158,022

①入会金 1,190,000

②年会費 885,600

合計 5,233,622

２） 支出の部

項目 予算額 　　　　備　　　　　　考

①会議費 150,000 役員会・運営委員会会議費、交通費 等

②委員会費 1,100,000 各委員会活動、広報誌印刷費、交通費 等

③渉外費 2,700,000 全附連、関附連関係、共済掛金、総合補償保険、講演会 等

④庶務費 300,000 事務用品費、印刷代、慶弔費 等

⑤教育支援費 100,000 生徒の課題研究支援　等

⑤予備費 883,622

　　　合計 5,233,622

令和6年5月24日

令和６年度PTA予算案

10,000円ｘ119名（18回生：104名＋編入生15名） 

1,200円ｘ738名（生徒685名＋教員53名）

1-⑥

７



2-①②

８

３)積立金
　　　令和5年度末累計:



１）収入の部

項目

前年度繰越金 12,681,062

①入会金 8,890,000

②年会費 28,432,800

合計 50,003,862

２）支出の部

項目

①運営事務費 690,000

②人件費 4,800,000

⑤渉外費 1,498,000

⑥積立金 21,900,000

⑦予備費 2,601,158

合計 50,003,862

4,308万円＝6万円×718名（在籍生徒718名）

　令和6年度東京学芸大学へ移管

支出予算

項　目

DP 2,340,000

⑤環境整備費 3,190,000

⑥各部費 1,797,000

3,034,000

DP 1,516,000

7,705,614

DP 980,000

5,784,000

DP 4,860,000

219,386

DP 804,000

小計 43,080,000

小計(DP) DP 10,500,000

合計 53,580,000

⑫予備費

⑧旅　費
学校行事引率・実踏費、部合宿、全附連等、広報外部説明会、教員研修　他

ワークショップ関係、IB校視察・交流、IBCミーティング　他

⑪講師費

スクールカウンセラー、学校医相談、海外進学支援、JSL/FLS、学習支援、各行事
講師、エピペン講習　他

DP授業人件費、IB卒業生謝金、IBITサポート、IBDP講師謝金

モップ/マット賃貸借、感染防止対策、校舎・プール清掃、裁断車、粗大ゴミ処理、
特殊清掃　他

各部（総務部、教務部、生活指導部、研究部、進路指導部）の活動費

⑦各委員会費
各委員会（入試選抜･問題作成、広報、情報、国際教養、交流、IB、SSH）の活動費

DP各教科教材・教具、過去問、評価訪問用文具、DP試験送料　他

②施設維持費 W棟エアコン保全、エアコン洗浄、自転車置場整備、施設補修　他

③設備備品費
校舎内防犯カメラ、国際連携室スクリーン、各教科什器、IB什器、教育実習ホワイ
トボード、ロッカー備品　他

④教育機器関係費
NAS保守、各教科PC、PC修理、各教科プロジェクタ等、共有ケーブル等、各教科ト
ナー等　他

6,720,000

2,733,000

3,750,000

金　額 備　　 　考

①事務経費
8,147,000 システム保守・機能追加、ZOOM、DeepL、司書、複写機・印刷機、PPC　他

DP年会費、Turnitin、ManageBac、QuestionBank　他

1,050万円＝50万円×21名（DP生徒数9名+12名）　DP

④教科教材費 6,100,424

各教科（国語・社会・数学・理科・保健体育・音楽・美術・書道・

　　　外国語・技術・家庭・情報・道徳）

　　消耗品・備品（教材・教具）、実験・実習費、書籍、その他

全附連・関附連会費、キャリアガイダンス、卒業生講話、交流/入試等補助　他

周年行事積立金（記念出版、記念学校グッズ等）30万円
特別会計積立金（システム・施設の充実等）2160万円

＊教育活動助成金

③学校支援費 12,414,280
図書館整備392万円、防災対策52万円、掃除・美化75万、保健衛生290万円、

行事関係152万円、生徒活動補助176万円、その他104万円

令和６年度　教育文化基金予算案

金額 　備考

  70,000×127名（18回生：112名＋編入生：15名）

　39,600×718名（在籍生徒718名）

予算額 備　　 　考

共有文具、レンタル携帯、ポケットWifi　他

事務職員手当、用務外出（IB研修教員）　他
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東京学芸大学附属国際中等教育学校ＰＴＡ規約

第 1条（名称・事務局） 本会は、東京学芸大学附属国際中等教育学校ＰＴＡと称し、事務局を東京学芸大学附

属国際中等教育学校内に設置する。 

第 2条（目的） 本会は、保護者またはその代理人（以下保護者という）と教員の相互理解と親睦を図り、また、

東京学芸大学附属国際中等教育学校（以下本校）の生徒の教育に資することを目的とする。 

第 3条（会員） 本会の会員は、在校生の保護者及び本校の教員とする。 

第 4条（経費） 本会の経費は、入会金、会費をもってこれにあてる。会費の額の改定は、総会において承認を

必要とする。本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

第 5条（総会） 総会は毎年、定期に開かれる。また、会長は、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 

第 6条（総会の定足数） 総会の定足数は、会員の五分の一とする。議決は、出席者の過半数を必要とする。 

第 7条（役員・役員会） 本会に次の役員を置く。役員は役員会を構成する。 

会長１名（保護者）、副会長１名（保護者） 

会計２名（保護者および教員）、書記１名（保護者）１、庶務１名（教員） 

第 8条（役員の任期） 役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。期間は会計年度に準じる。 

第 9条（役員の任務） 役員の任務は、次のとおりである。 

１．会長は本会を代表し、会務を統括する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長が事情によりその職務を遂行できない場合は、それを代行する。 

３．会計は、本会の金銭出納、その他財政に関わる事務を行う。 

４．書記は、本会に関する運営の記録・保管に関わる事務を行う。２ 

５．庶務は、本会に関する文言の記録・保管をはじめ、庶務一般を行う。 

第 10 条（役員の選出） 保護者の中から選出する役員は、役員候補者推薦委員会の推薦にもとづく候補者名簿

の中から選挙により選出される。 

第 11条（委員会） 本会に、クラス委員会、広報委員会、役員候補者推薦委員会及び会計監査委員会を置く。 

第 12条（委員会の目的） 委員会の目的は、次のとおりである。 

１．クラス委員会は、会員相互の親睦を図るなどの業務を行う。 

２．広報委員会は、会報を発行するなど広報に関する業務を行う。 

３．役員候補者推薦委員会は、次年度役員候補者ならびクラス委員長、広報委員長３を会員の中から推

薦し候補者名簿を作成し、また、その選挙に関する業務を行う。 

４．会計監査委員会は、本会の会計に関する監査業務を行う。 

第 13条（委員会の構成） 委員会の構成は、次のとおりである。 

１．クラス委員会、広報委員会は、それぞれ各クラスから選ばれた１名の委員をもって構成する。 

２．役員候補者推薦委員会は、各学年から選ばれた２名の委員をもって構成する。 

３．会計監査委員会は、会員の中から選ばれた２名の委員をもって構成する。 

第 14条（運営委員会の設置と構成）本会に、運営委員会を置く。運営委員会は、役員、クラス委員長、広報委

員長、校長、副校長の計１１名４をもって構成する。 

第 15条（運営委員会の目的）運営委員会は、本会の活動に関する企画・運営・連絡調整を業務とする。 

第 16条（特別委員会） 特定の目的を遂行するために、役員会は、特別委員会を設けることができる。 

第 17条（規約改正） 規約は、総会において出席者の三分の二以上の賛成により改正することができる。 

第 18条（細則）本会の運営に関しての必要な細則は、運営委員会において定める。 

付則 この規約は、平成 19年４月１日から実施する。 

慶弔に関する細則 

１．会員が死亡した場合、10,000 円と供花をもって弔慰とする。 
２．本校生徒が死亡した場合、10,000 円と供花をもって弔慰とする。 
（補足）①弔慰は、別途、学年やクラスによる弔慰は行わない（個人、有志による弔慰はその限りではな

い）。

②記名は「東京学芸大学附属国際中等教育学校ＰＴＡ」とする。

③連絡は、当該学年および運営委員の範囲とする。

３．その他、特別の慶弔については、運営委員会において決定する。

１ 平成２１年５月２２日 改訂
２ 平成２１年５月２２日 改訂
３ 平成２２年５月２１日 改訂
４ 平成２１年５月２２日 改訂 10






